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ふれあい意見交換会（東郷地域） 

日 時：令和７年１１月２０日 

午後７時～８時３０分 

場 所：中央公民館 第１・２会議室 

 

○河田議会運営委員会委員長 皆さん、こんばんは。定刻となりましたので、開会をさせてい

ただきたいと思います。１８日から羽合地域でふれあい意見交換会を始めました。昨日が泊地

域、そして本日最後となりますが、東郷地域の皆さんと意見交換をしていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

そういたしますと、改めまして、本日は令和７年度議会との意見交換会、ふれあい意見交換

会を御案内いたしましたところ、皆様方には、大変お忙しいところ、またお寒い中、非常に多く

の皆様に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。こんなに予備の席を使ったのは

初めてでございまして、非常にうれしく感じておるところでございます。本日の総合司会を担

当いたします議会運営委員会委員長の河田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

このふれあい意見交換会は、私たち町議会が町民皆様の声に真摯に耳を傾け、町の発展と

幸福を追求するための貴重な機会でございます。だからこそ、このような意見交換会が重要で

あり、とても大切な機会となっていますので、どうぞお気軽に御意見や要望をお伝えいただけ

ればと思います。限られた時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、議会だより掲載などのため、会場内の写真撮影、また動画撮影を行いますので、御了

承のほどよろしくお願いいたします。それでは、開会にあたりまして、磯江議長より御挨拶申し

上げます。 

○磯江議長 昨日、今日と急な西高東低、冬型の気候になりまして、非常に寒くなりました。そ

ういった中、本日はふれあい意見交換会に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。

私は紹介を受けました湯梨浜町議会議長の磯江です。どうぞよろしくお願いします。 

湯梨浜町議会では、今年４月の議会改選以前は、定数が１２人のところ２人の議員さんが辞

職され、１０人の議員数で非常に窮屈な議会運営をしておりましたが、今回、改選で新人４人が

当選されまして、議員平均年齢も 6９歳から１０歳若返って５９歳となっておりますけども、ま

た毎回の議会では新人議員の皆様が活発な質疑、意見、討論を繰り広げられておられまして、

活気のある議会構成と、現在なっているように私は感じております。本日のふれあい意見交換

会は、直面している各常任委員会の主な活動状況等の説明責任を果たすとともに、町民の皆
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さんの意見を聴取して議会運営に反映させることを目的に開催いたしました。 

また、意見交換会での皆さんの御意見、提案は、所管の委員会で協議し、行政に回答を求め

るなど、その結果、経過を後日皆様方に報告したいと思っております。以上ですが、本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 

○河田議会運営委員会委員長 そういたしますと、これよりは着座にて進行を進めさせていた

だきますので、御了承をお願いいたします。まず最初に、議員の自己紹介を行います。既に皆

様御存じの方もあるかとは思いますが、この４月より４名の新人議員が増えましたので、改め

て自己紹介をさせていただきたいと思います。小川副議長から順番にお願いします。 

○小川副議長 皆さん、こんばんは。副議長の小川遊と申します。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 皆さん、こんばんは。総務産業常任委員長の松岡でござい

ます。よろしくお願いします。 

○米田教育民生常任委員会委員長 皆さん、こんばんは。教育民生常任委員会の委員長を務

めさせていただいてます、米田です。よろしくお願いいたします。 

○浜中議会広報常任委員会委員長 皆さん、こんばんは。議会広報常任会委員長を拝命してお

ります、浜中です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三谷議会運営委員会副委員長 皆様、こんばんは。議会運営委員会副委員長を務めさせて

いただいております三谷侑生と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○増井議員 みなさんこんばんは。議員の増井です。今日はお忙しい中、たくさん来ていただ

いて大変嬉しく思います。どうかよろしくお願いいたします。 

○光井議員 皆さん、こんばんは。議選のほうで監査を務めております、光井と申します。今日

はよろしくお願いいたします。 

○小泉議員 皆さん、こんばんは。教育民生常任委員会の副委員長をしている小泉です。今日

は皆さんがいっぱい来てくださってとても嬉しいです。よろしくお願いします。 

○森議員 皆様、こんばんは。今日はたくさん御参加くださりありがとうございます。議会広報

常任委員会の森哲也といいます。今日は写真係で席を立ちながらの参加となりますが、御了

承ください。よろしくお願いします。 

○南議員 こんばんは。総務産業常任委員会副委員長をさせていただいております、南でござ

います。本日は何卒よろしくお願いいたします。 

○河田議会運営委員会委員長 以上が議員のほうの自己紹介となります。後ろのほうに議会

事務局局長の杉原局長と職員の岡本事務局員がおります。どうぞよろしくお願いします。 
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それでは、次の日程に移りまして、まず最初に日程報告と資料の説明を議会運営委員会副

委員長の三谷副委員長より行っていただきますので、資料の確認をよろしくお願いいたします。 

○三谷議会運営委員会副委員長 改めまして、皆様、本日は御参加いただきありがとうござい

ます。それでは、本日の日程報告を行いたいと思いますが、まず配布資料の確認でございます。

お手元に本日の意見交換会のレジュメ、そして委員会報告に使用します資料１から５と書かれ

ております資料と、議会だより第８７号、そして議会、行政に対します意見、提言の用紙、最後に

町議会の活動状況をまとめた概要、以上、９部を配布しております。不足がありましたらお知ら

せください。よろしいでしょうか。 

議会、行政に対します意見、提言の用紙につきましては、本日に御質問、御発言等できなか

った事項や御意見等がございましたら、御記入いただき、後ろに設けております箱に入れてお

帰りいただければと思います。また、本日御記入できなかった方につきましては、後日でも議

会事務局に届けていただければと思っております。 

いただいた御意見等は、役場担当課に確認の上、回答を付して、後に議会だより、町ホーム

ページ等で御紹介させていただきますので、御了解ください。 

それでは、本日、この後の日程でございます。３つの常任委員会委員長から、それぞれ１０分

程度、資料により報告を行います。報告が終わりましたら、これらについてまとめて、皆様から

御質問、御意見等を伺いたいと思います。最後に、その他の事項で、皆様が日頃考えておられ

ます議会、行政への御意見、御提言等をお寄せいただき、終了とさせていただきます。また、本

日の会の終了時間のめどでございますが、２０時３０分としまして、遅くとも２１時には終了の

予定とさせていただきますが、状況により対応させていただきますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。以上です。 

 

４ 議題 

（１）議会報告について 

①総務産業常任委員会 

○河田議会運営委員会委員長 それでは、日程に従いまして議題のほうへ移ってまいります。

①総務産業常任委員会報告を松岡委員長よりお願いいたします。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 それでは、総務産業常任委員会です。資料１をお願いいた

します。湯梨浜町が過去に経験した気象災害は、豪雨による洪水や土砂災害、台風に伴う強風

や高波などです。特に、東郷池に面した地域では、湖の水位上昇による浸水被害が過去に発生

をしております。 

それでは、資料１のほうの説明に入ります。１ページが、湯梨浜町の気象災害ということで、
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令和元年以降の警報、重大な災害が発生する恐れがあると予想される場合に発令される警報

の発令状況でございます。元年８月１５日から直近の７年３月１８日にまでに２６回の警報が発

令をされております。 

時間の関係で主なものだけを簡単に説明させていただきますと、真ん中辺りに令和３年７月

７日大雨洪水警報というのがあります。これがいわゆる七夕豪雨と呼ばれるものでございまし

て、松崎ではその日量３１９ミリの雨を記録しておりまして、このことについては２０2１年の広

報ゆりはま８月号に特集として掲載をされております。そして、ずっと下がりまして、令和５年８

月１５日、台風７号、大雨警報でございます。これについては、東部のほう、とりわけ佐治町で大

きな被害が発生しております。１時間あたり９７．５ミリ、１日では５１５ミリという雨が降りまし

て大災害が出ておりまして、大雨特別警報、これが数十年に一度の災害規模が想定される場

合に発令されます、特別警報が出ております。幸いにも我が町ではそんなに大きい被害ではな

かったですけども、床下浸水１件、倒木、法面崩壊、陥没などの被害が出ております。それから

一番下、これは警報ではありませんけども、今年の７月から８月、全国的に高温少雨という異常

気象になったということでございます。夏の平均気温は３年連続で最も高い記録となったとい

うことでございまして、まだ鳥取県の情報については出されておりませんけども、日本全国の

ものは出ておりまして、７月の気温が平年より２．８９度高いということで、観測史上最高の気

温を記録しております。それから、梅雨については、鳥取県の話ですけども、梅雨入りが平年よ

り３日遅い６月９日、梅雨明けが平年より２２日早い６月２７日ということでございまして、非常

に梅雨の期間が短かったことにもありまして、降水量は、鳥取市で７月が１８ミリということで

ありまして、平年の８％ということになっております。 

続きまして、２ページ、これが災害復旧関連事業でございます。国、県の災害復旧事業につい

てはここでは省略いたしまして、小規模事業、県とか町のそういう事業を紹介させていただき

たいと思います。１番が、災害時等に人命に被害を与える可能性のある竹木の伐採、撤去を行

う事業でございます。２番が、しっかり守る農林基盤交付金（土地改良事業）のほうでございま

すけども、小規模の生産基盤整備に使うものでございまして、普通の場合ですと地元は２０％

の負担でございますけども、災害の場合は１０％地元負担ということになります。次の３番が同

じく、しっかり守る農林基盤交付金（原材料支給）でございまして、これについては生産基盤の

改修、整備のために原材料を支給するというものでございまして、これは１団体あたり年間２０

万まで。それから４番が、７年度の渇水において農産物の被害を未然に防止するということで、

ポンプのリースが補助対象になっているというものでございます。 

それから３ページ、これが先ほど説明しました、しっかり守る農林基盤交付金（土地改良事業）
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のものでございます。対象となる事業や事業の一例ということで写真をつけておりますので、

また御覧いただきたいと思います。 

それから５ページが渇水対策緊急事業でございまして、これは今年度の渇水対策で臨時に

できたものでございまして、干ばつ被害を未然に防止し被害を最小限にとどめるということで

出てきた事業です。支援のメニューにつきましては、真ん中の右側に写真を載せておりますけ

ども、水中ポンプのリースや購入、あるいは土のう等ですね、そういうものが補助対象になっ

たということでございます。それで、この事業については、対象期間が７月１５日から９月３０日

までに実施したもの、購入したものというものが対象になるということで、今１件出そうですけ

ども、これからまだ順次出てくる予定であります。 

資料１、災害については終わりまして、次に資料２の有害鳥獣被害防止対策についてでござ

います。鳥獣被害防止特別措置法というのがありまして、この法律が鳥獣被害を防止するため

の総合的な対策を行うための法的な仕組みでありまして、市町村がこの法律に基づいて、次に

説明いたします被害防止計画を策定し、被害の状況や今後の具体的な対策を定めるというも

のでございます。それから、資料の説明に入りますまでに、鳥獣被害防止対策の３本柱という

のがあるんですけども、この鳥獣被害対策の第１の柱は個体管理ということでありまして、鳥

獣の捕獲を行うということ、それから第２の柱が侵入防止対策ということで、柵の設置等によ

り被害防除を行うということ。それから第３の柱が生息環境の管理ということで、放任果実の

伐採なり刈り払いによる餌場、隠れ場の除去、撲滅ということでございます。 

それでは、資料２のほうの説明に入らせていただきます。資料２の１ページ、これが先ほど申

し上げました鳥獣被害防止計画でございます。それで、１番がその鳥獣被害の防止に関する基

本的な計画でございますが、（１）被害の状況ということで、この法律で取り扱います鳥獣は、そ

こに書いてあるイノシシのからカワウまで９種類の鳥獣が対象になります。それで、（２）の被害

軽減目標のところに行きますけども、これが令和６年度の現状値ということで、どれくらい被

害が出てるかということと、右側に目標値ということで、令和９年度でこれぐらいまで被害を

軽減しますと目標値を出しております。ちなみに、イノシシで説明をいたしますと、６年度で２２

０アール、３７０万円ぐらいの被害が出ておりますけども、令和９年度には１５０アールで２６０

万円ぐらいにしたいということでございまして、それぞれ個別にはずっと出ておりまして、下

に合計ということで、６年度には２５２アールで被害が出ておりまして、約６００万弱の被害が

出ておるということでございます。これを令和９年度には１７６アールぐらいで４２０万円ぐら

いの被害に軽減をしたいという目標でございます。 

次、２ページに行きまして、これが対象鳥獣の捕獲等に関する事項でございまして、これが先
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ほど説明しました鳥獣対策の３本目の３本柱の１番、個体群の管理でございます。対象鳥獣の

捕獲体制ですけども、実施隊というものを設置しまして農業者との要請に応じて捕獲活動を

行っていくというものでございます。現在、この実施隊には猟銃従事者が１８名、わな猟従事者

が４９名おられまして、要請に応じて現地に出ていって捕獲をするというものでございます。そ

れから、次の（２）その他捕獲に関する取組ということで、狩猟者の養成、確保ということと、そ

れから防災無線等を活用した注意喚起、それから講習会の開催による捕獲従事者等の確保を

していくなどでございます。（３）が対象鳥獣の捕獲計画ということでございます。先ほど申し

上げました９種類の鳥獣について、７年から９年にかけてこれぐらいの頭数ずつ捕獲していく

計画でございます。ちなみに、イノシシで説明申し上げますと、令和６年度には４３４頭捕獲して

おりますが、令和７年度から９年度まで毎年５００頭ずつ捕獲をしていきたいということでござ

います。以下、略しますけども、対象鳥獣について、表にあるようなことで捕獲をしていくとい

うことでございます。それで、捕獲等のその取組内容ですね。捕獲手段は、はこわな、くくりわ

な、銃、捕獲時期は通年、それから捕獲予定場所は、先ほどから言っております被害報告のあ

る場所、要請の場所に出かけていくということでございます。 

それから、３ページが防護柵の設置等に関する事項でございまして、先ほどの３番、３本柱の

２本目の柱、侵入防止対策でございますが、電気柵とかワイヤーメッシュとかネット柵を各年度

ごとに、そこに示しておるような状況で設置をしていくということです。それから４番が３本柱

の生息環境管理ということでございまして、集落の生産組合に緩衝帯の設置防止、侵入防止

策の維持管理の徹底、それから放任果実の除去等の指導を行っていくというものでございま

す。それから、５番と６番が捕獲をした対象鳥獣の処理及びその利用方法ということでござい

ますけども、捕獲した対象鳥獣は捕獲現場での埋設や自家消費を基本とするんですけども、そ

れらが困難な場合には倉吉市内のほうきリサイクルセンターに搬入して焼却処分をしてくださ

いと。それからイノシシ、シカについては、できるだけ食肉として活用できるよう処理加工施設

に持ち込んで処理を行ってください。この解体処理施設は倉吉の解体処理施設、日本猪牧場

というのがありますので、そこに持ち込んで処理をして県内外に販売をしていくということで

ございます。ただし、イノシシについては、現在、湯梨浜町が豚熱感染区域に指定されておりま

すので、イノシシの持ち込みはできませんので、御承知願います。 

それから次が、４ページに行きまして、鳥獣被害防止のための補助事業です。１番が有害鳥獣

捕獲のために広範囲かつ効率的に捕獲活動を行うための環境整備ということで、監視カメラ、

あるいはその監視カメラとパソコンを設置して、その状況がどうなっているか監視するような

機器導入事業でございます。それから２番目が、狩猟免許の取得、更新に要する経費を助成す



7 

 

る事業でございます。それから飛びまして６番が、猟銃を使用して行う有資格者の射撃技能の

向上を図るための支援ができるというものです。それから３番、４番、これが被害防止のため

の侵入防止柵の導入事業でありますけども、規模、面積によって３番が県事業、それからもっ

と広範囲に対応できる４番が国の事業ということになります。それから５番が、現在設置して

おります侵入防止柵の補修とか補強を行う事業ということで、５番の事業ができております。

それから、今日は資料説明をいたしませんけど、そういう鳥獣を取った場合に捕獲奨励金とい

うのが出るようになっておりますけども、ここでは説明を省略いたします。以上です。 

 

②教育民生常任委員会 

○河田議会運営委員会委員長 非常に小さい文字で見にくかったと思います。お詫びを申し

上げます。続きまして、教育民生常任委員会報告を米田委員長よりお願いいたします。 

○米田教育民生常任委員会委員長 教育民生常任委員会の２点の報告です。１点目が資料の３

を見ていただけますか。湯梨浜町老人福祉センター東湖園および東郷デイサービスセンターに

ついてです。指定管理の現状と今後の予定ということですが、この東湖園と東郷デイサービス

センターは、建物自体は町の建物であります。これを社会福祉協議会、社協に建物の管理をお

願いして事業をやっていただいております。この指定管理は５年間の契約で、今回は令和３年

度から令和７年度までの契約となっており、来年度以降についてもこれまでの業務実績等から

引き続き社協の候補となる予定であります。次に次期指定管理の期間についてということで

すが、検討中ってことです。これは、東郷デイサービスセンターの介護保険事業は令和４年度か

ら赤字となり、少しずつ赤字が増えてまいりまして、令和６年度は約５７１万円の赤字となりま

した。人材確保や設備の老朽化等もあり、社協のほうでは東郷デイサービス事業の休止または

廃止を含めた見直しを行うということで、これによって次期指定管理の期間を３年間に短縮し

ようというような方向で検討しておるところです。あと、東湖園の浴場利用料の改定について

ですが、これも検討中でありますが、平成２年の開設以来、一度も改定されていないというこ

とですが、最近の物価高騰、人件費上昇を踏まえ令和８年度に向けて改定を検討しているとい

うことで、参考に下のほうに改定の料金を載せております。１２月議会で、指定管理の指定とこ

の浴場利用料の改定について議案提出の予定があります。 

裏のほうを見ていただけますか。裏のほうは常任委員会での議論について、質疑応答等を

一部抜粋しております。１つ目が、東郷デイサービス事業の収益が令和３年度から令和４年度に

かけて大幅に減った理由はなぜかということで、これには新しい事業者が開設されたことが影

響しているのではないかということでした。２点目の、今後この改善の見込みがあるのかとい

うことですが、介護保険事業には町からは補助ができないため、社協が改善策を考える必要
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があるが、職員の人員不足や高齢化などの課題があるということであります。町内では少なく

ない定員ということで、社協のほうがやめられると影響がある可能性が大きいということで、

町としても検討する必要があるということであります。３点目の、介護保険事業の赤字が地域

福祉事業など他の事業に与える影響はどうかということで、一部の赤字は他の事業でカバー

し合っているが、今後の収支状況によっては影響が出る可能性がある。地域福祉事業は町から

補助を行ってきたが、令和６年度からは事務費についても一部補助をしているということであ

ります。 

続きまして、資料４です。こども誰でも通園制度についてであります。この制度の概要ですが、

生後６か月から満３歳未満の未就園児童を対象に、月一定時間までの利用枠の中で保護者の

就労要件を問わず保育園等に通園できる仕組みであります。全ての子どもの育ちを応援し、子

どもの良質な生育環境を整備することを目的としており、令和７年度に法律上制度化され、令

和８年度に法律に基づく新たな給付制度として全自治体で実施をいたします。下のほうの表は

今ある既存の制度です。未就園児一時預かり事業と、左のほうがこども誰でも通園制度という

ことで、どのような違いがあるかということで載せております。主な目的については、一時預

かり事業のほうは、保護者の育児負担軽減、また一時的な育児困難への対応ってことですが、

こども誰でも通園制度では、子どもの健全な成長、社会性を育むということで、子どもの権利

を重視した制度となっております。次の利用条件ですけど、一時預かり事業では、保護者の方

の病気、通院、冠婚葬祭など、一時的な保育ができない理由が必要な場合もあるということで

すが、誰でも通園制度では就労の有無や利用理由は不問となっております。あと、大きな違い

というところでは、一番下の実施主体というところですが、一時預かり事業では自治体によっ

て実施の有無が異なるということであります。湯梨浜町は現在実施しております。それに比べ

て、こども誰でも通園制度では、国が全国全ての自治体での実施を方針としているというとこ

ろであります。 

裏のほう見ていただけますか。２番目の令和８年度の本格実施に向けた準備というところが、

ずっとこういう形で準備をしてまいります。あと、３番目の実施事業の検討ということですが、

実施事業所を限定して実施するということで、町内では２つの施設程度でやる予定であります。

実施するこども園には保育士を１人ずつ新たに配置いたします。５番目の今後の検討課題であ

りますが、保育士確保と体制整備ということで、保育士の確保は、今までもずっと保育士不足

ということでありましたが、この制度によってまた新たな保育士さんが必要ということで、こ

れが大変な課題になってくるのではないかと思っております。６番目のほうが、常任委員会で

の議論についてであります。１つが、ニーズ把握と必要量の推定はどうなっているかという質
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問に対して、令和６年度にニーズ調査を行っているということです。２９７人の回答があり、そ

のうち１８１人が利用したい、１１６人が利用したくないということです。利用したい理由の中で

一番多かったのが、集団生活や生活習慣を身に付けさせたいということであります。この必要

量については、受入れする量ですね、国のほうがまだ計算方式を示していないため、算定がで

きていないということであります。次の家庭子育て支援事業給付金、これは、こども園等に預

けないで家庭で育てておられる方について、月３万円を２歳まで支給するという支援事業です

が、これはどうなるかということの質問がありました。これについては、給付金を受けている場

合も一時預かり事業を活用されていると思うということで、その点も確認の上、１２月の常任

委員会で報告をするということであります。以上であります。 

 

③議会広報常任委員会 

○河田議会運営委員会委員長 そういたしますと、最後の報告になります。３番目の議会広報

常任委員会報告を浜中委員長よりお願いいたします。 

○浜中議会広報常任委員会委員長 議会広報常任委員会より報告いたしますが、議会広報常

任委員会のほうでは、ゆりはま議会だよりを作成しております。委員は、議長を除く１１名で構

成しております。それぞれが担当して原稿を書いておるところでありますが、まずスケジュール

のほうを掲載しております。第８７号、最新号でありますが、今回の号では、９月定例会初日に

一般質問の答弁原稿の割当ての担当者を決めます。それで、第１回編集会議では、一般質問ペ

ージの確認、写真の準備。第２回編集会議では、総務産業常任委員会、また教育民生常任委員

会ページの確認、補正予算、条例等の確認を行います。第３回編集会議では全体の確認をして、

最終の第４回編集会議では委員長また副委員長で最終の仕上げを行い、印刷所に発注を行い、

１０月３１日の発行となっております。それぞれ担当が原稿を書いて、この最新号を作り上げて

おります。今後も議会だよりの中で町民の方に御協力をいただき、お話や御意見を伺うことが

あると思います。また、町民の皆さんのお顔が見えるような機会だよりの作成を目指していき

たいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。以

上です。 

 

５ 住民の皆様と議会の意見交換 

（１）各常任委員会報告について（質疑・意見等） 

○河田議会運営委員会委員長 そうしますと、３つの常任委員会の報告が終わりましたので、

日程の５番、住民の皆様と議会との意見交換を始めたいと思います。各常任委員会の報告に

ついての質疑、御意見等を言っていただきたいと思いますが、内部のもう申し合わせ事項によ
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りまして、こちらのほうの司会進行を副議長と交代をいたします。 

○小川副議長 それでは、日程の５、住民の皆様と議会の意見交換（１）各常任委員会報告につ

いて（質疑・意見等）ということで、ただいま３つの常任委員会から報告をいたしました。その報

告をいたしました内容につきまして、皆様のほうから気になる点、質問、御意見等ございまし

たらお伺いしたいと思いますが、挙手にてお知らせいただければと思います。なお、記録のた

めに発言いただく際には、地域とお名前と申していただけましたら幸いです。 

○住民 有害鳥獣の状況を言われたんですけども、これは６年度の現状ですけど、最近の被害、

例えばニホンジカなんかは町内に今出てますでしょうか。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 ニホンジカが令和６年度が１２１頭捕獲されております。 

○住民 現在も増えておるわけですね。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 ７年度のはちょっと確認してないんですけども。すいませ

ん。 

○住民 鹿は多分、村の中を歩いてるということを目撃しまして、部落の方には気を付けてく

ださいという放送はしたんですけども、多分小さい鹿だったんで、親が多分どっかに潜んでる

んじゃないかと、すぐ隣の村とか移動しますので、そこら辺でちょっと産業振興課からまた報

告があると思いますけども、多分増えてるんじゃないかなと思っております。 

○小川副議長 ありがとうございます。それでは、そのほかの方、ございませんでしょうか。 

では、またこの後も皆さんからのフリーで御意見を頂戴する時間がありますので、その場で

伝えていただいても構いませんので、次に進行していきたいと思います。 

 

６ 議会、行政に対する意見、提言について 

○河田議会運営委員会委員長 そうしますと、日程の６番に移ってまいりたいと思います。議

会、行政に対する意見、提言についてということでございますが、今報告のありましたことに

つきまして、この中でもまたふと思い出されるようなことがあれば、何でも結構でございます

ので、発言していただいたらと思います。よろしくお願いいたします。そうしますと、議会、行政

に対する意見、御提言、普段、日頃思っておられることを、感じておられることございましたら、

どうぞ御遠慮なく発言していただきたいと思います。 

○住民 よろしくお願いいたします。毎月、顔が見える議会だよりを興味深く読ませていただ

いています。先ほど紹介のあった第８７号の中で、三谷議員さんが地域活動に関わって質問を

されていますね。１３ページなんですけれども、その中で、成功事例の他地域への展開であると

か、新たな発想の掘り起こしについて触れられています。私も地域づくりについて思うことが

あるので、ひとつ述べさせてください。私にとって最も身近な地域は、町でも東郷地域でもあ
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りません、やはり別所区という村です。今年は、区の役員ではないのですけれども、かつて区長

や部長であったときに様々な資料を取り寄せて、今年度何ができるかなということで、執行部

なりに考えて区の事業を展開していったつもりなんですけれども、私自身の力不足ゆえにやっ

ぱり限界を感じました。 

それで、現在、東郷地域は過疎地域に指定されていますし、同じような状況下にありながら、

それぞれの区の課題を共有し、互いの取組に学ぶ場がとても少ないのかなということを思っ

てます。もちろん区長会はあるんですけれども、このような過疎に関わる課題が論議されてい

るのかというと、ちょっと疑問符がつきます。区の役員も限られた任期がある中で、継続して

区の運営に関わるということも困難です。そこで、地域づくりのリーダーを継続的に育成する

そんな場があればいいなと思っています。例えばですが、年間を通して養成講座を開いて、各

区から参加者を募るといったような方法はどうでしょうか。役場、公民館、多種多様なイベント

はあるのですけれども、区の隅々まで、区民全体がこれらのイベントに関わるということは、現

実にはとても難しいと思っています。そこで、一番身近な区のリーダーが、外の取組に学びな

がら、内側の昔からある恒例の行事の在り方にメスを入れ、さらには斬新な発想のもとで今後

の区の在り方を考えていくことができれば、もっともっと区が生き生きして、自立とまではい

かないかもしれないんですが、活力のあるものになるのではないかなと思っていますし、その

ことが行政にとってもプラスになると思っているのですけれども、いかがでしょうか。以上で

す。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 ありがとうございます。今、○○さんが言われたことはず

っと我々も考えてる、町も考えてる、私も考えてる、おそらく皆さんが考えておられると思うん

ですけども。それで、１つ事例で話をしますと、集落営農組織の育成っていうのが前ありました。

今もあるところがあるんですけども、やはりその集落営農組織を作るときに、やはり中心にな

られる人がおられないと。よく問題になるのがリーダーと会計が、その２人が大事なところな

んですけど、その２人がおられない。特にリーダーがおられないとなかなかそういう組織がで

きないというのがひとつ大きな問題になっておりまして。それで、もう２０年ほど前ですかね、

ずっと集落営農組織を作りましょうということで県下に呼びかけて作って、できるところはも

うできてしまったんですね。そういうことで集落営農組織ができております。ただ、そのできた

集落営農組織も、皆さんがだんだん高齢化していきますから、跡継ぎがおられるところ、次の

リーダー候補がおられたところは良かったんですけども、やっぱりリーダーができないところ

はどんどん高齢化していって、やっぱり自然にそういう集落営農もできなくなるというのがひ

とつ今の現状の問題点になっております。 
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それで、実はちょっと県内ではないほかの話なんですけども、この間、議会のほうで、愛知の

しきしまの家というところ、大臣表彰なんかもらわれたところに視察行ったんですけども、そこ

はその中山間地で本当に僅かなところの７０から８０名でしたかね、小集落です。小集落がどん

どん成功した事例、盛んになった事例っていうのがあって、そこを視察してきたんです。そこは

なぜ成功したかっていうと、やはり元市の職員だった方らしいですけど、その方が中心になっ

ていろいろ考えてやっていかれた。要は、どんどんこのままでいくと人口が減少すると、そうい

う中にあって、ならどうしたらその地域、農業を守っていけるかと考えたときに、やっぱりその

地域、集落でその将来どういうふうに持っていかないけんかっていう目標ちゃんと作っていか

ないといけんじゃないかということで、その目標を設定してそれに向かってやっていかれたと

いうことです。それで、そこの地域は１つの集落ではとってもなかなか対応できんということで、

旧村、小学校単位ですね、そこにまで範囲を広げて、その地域の活性化構想を作って、それに

向かってやっていくと。それで、そこの基盤となる施設も保育園の跡地を利用して、そこで皆さ

んが集まって検討するような会を作っておられるんですね。それで、基本になるのは農業なん

ですけども、なら農業をどうやって守っていくかっていうのは、やっぱりその皆さんの土地を１

箇所に集約して集落営農組織でやっていくということなんです。そこもやっぱり法人化をして、

辞められた方のやつは全部その法人の中でやっていく、あるいは、まだ自分で個人的にやりた

いという人があったらそういう人にも貸し出すような仕組みでやっておるということですね。

それからもう１ついいのは、やっぱりいろいろなことを考えられて、皆さんの集まる場所、食堂

であったりして、高齢者の方の居場所作りになったり、それから相談場所みたいなところにな

っておるということですね。それから、ここが豊田市の郊外にあるような町なんで、やっぱり移

住者が非常に多いということで、やっぱりそういう面でも集落が活性化しているという事例が

あったんですね。 

ちょっとここで言いたいのは、やっぱりそのリーダーになる人がおられたからうまくいった

っちゅうのが一番なんですけども、その場合には次のリーダーも息子さんとか友達とかおられ

るみたいなので、いいんですけども、その問題のリーダーをどうやって作るかという、ならたま

たまできたところだけ活性化すればいいのかっていう話なんですけども、今、○○さんが言わ

れたように、やっぱりそういう仕組みを作っていろいろ勉強してもらって、そのリーダーを養成

していくっていうのもひとつ大事な点ではないかなと思っております。また役場のほうにも話

をしてみたいと思います。 

○住民 わかりました。 

○河田議会運営委員会委員長 それでは、そのほかございますか。 



13 

 

○住民 以前地区からも何年も要望を言ってるんですけども、東郷池の上の辺に元ふじつ荘と

いう施設があってね。それが廃止になりまして、現状のような不法投棄やら落書きやらいろい

ろ、らんばっていいますかね、そういう状態になってます。それで、あれを何とか議会の皆さん

もあちこち視察されるんですけども、そういったところの、例えばあんまり解決する地域はな

いと思いますけども、そういった意味の積極的な視察をぜひ行っていただいて何かヒントにな

るようなことをね。というのは、ここは県立公園の範囲でもありますし、それから毎年健康のほ

うで歩いておられますよね。やっぱり観光にも、それからお宮さんがありまして、まいられる方

もおられますし、いろいろやっぱり貴重な道路沿いにございますので、なるべく早く解決して

もらいたいというそういう要望です、ぜひとも。 

今日これから聞きたいのは、視察に行かれたということを聞いたんですけども、今年はどう

いうところに視察に行かれたでしょうか。 

○松岡総務産業常任委員会委員長 総務産業常任委員会は、中部でも下水道の集約化が検討

されることになっておりますので、岡山のそういう集約化をしたところの視察、それから先ほ

ど言いました名古屋の豊田市の集落営農といいますか、そういうところを視察してきておりま

す。岡山市は市の公共下水を県流域下水に集約、まとめてる事例ですね。中部では天神川流域

下水のほうもこれから検討することになっておりますので、そういういわゆる先進地と思われ

るところを視察をしてきたということですね。 

○住民 今のふじつ荘の質問に関してです。本日はこのような場を設けていただきましてあり

がとうございます。ふじつ荘の件なんですけども、これずっと先ほど○○さんも言われたよう

に、町のほうには要望させていただいております。廃墟になってすごく治安も悪化して、そこを

通るたびに小・中学生、ときには大人も五、六人で肝試しみたいなことで入っておられます。警

察に通報しようかなと、個人的にも注意しようかなって思うときもあるんですけども、ＹｏｕＴｕ

ｂｅ見るとあそこに入って肝試ししていくっていうのも動画がアップされております。大変せっ

かくのこの東郷池という素晴らしい湯梨浜町にはそういう財産があって、海もあって、湖周が

きれいに整いつつあるんですけども藤津から南谷のところだけがちょっとまだまだ、もう少し

きれいになればなっていうところが個人的に、○○区の人も思っていると思いますけども。そ

ういった湖周をきれいに整備していただくこととウォーキングにすごく力を入れておられまし

て、松岡さんもこの議会だよりの１２ページのほうで健康づくりの意識ということで、御質問さ

れておりますけども、町のほうも健康推進課がこういった、決して私タニタの回し者ではない

んですけども、町の取組としていいことをされてるなと思って私も加入して、歩いとるように

しとるんですけども、すごく走ったり歩いたり自転車乗られたり、この東郷池の周りをすごく歩
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いておられる方おられますので、全国的なウォーキングイベントをするとか、何かそういったこ

とでもっともっとこの東郷池を有効に盛り上げていただけたらなというところで、先ほどのふ

じつ荘の工事の件も含めて、ぜひともまた御検討いただけたらと思います。 

○河田議会運営委員会委員長 議会のほうからも何とかならんかと、非常に見苦しいというこ

とで住民の方から御意見をいただいて、執行部のほうに伝えております。その回答としまして

は、現時点では鳥取の社会福祉法人が買い取られたと、その当時に。それで、そこにまた新し

い施設を建てる予定で買い取られたんですけど、親の法人のほうがちょっと思わしくなくなっ

てしまって、事業が中断をしてしまったということで、じゃあ町がもう一度買い戻して、きれい

にできないかというようなことも確認をしたんですけど、それもなかなか難しいというような

状況で現在に至っておるというようなことで、その都度その都度、声は上げているんですけど

なかなか思うように現状が進んでいないというのが今の現状というようなことでございまし

て、また今日の発言も持ち帰りまして、本当に何とかならんか、どうすればよいのかっていう

辺をまた検討模索していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。貴重な御

意見ありがとうございます。 

○○さん、すいません関連のほうのお話を今聞いてしまったんですけど、最初のお話よろし

いですか。 

○住民 はい、それを言ってほしかったです。視察も有効な視察にしていただきたいなと思っ

て、よろしくお願いします。 

○河田議会運営委員会委員長 ありがとうございます。各常任委員会がそうやって優良地を

視察させていただきまして、この湯梨浜町に還元できることは少しでも還元をして、この町が

良くなるようにということで、何かイメージ悪い発言があったりして観光旅行だろうなとかい

うようなことを言われる方も中にはあるようですが、真面目に真摯に勉強しに行っております

ので、○○さんのような発言をいただきますと、本当に嬉しく思いますので、今後もまたそう

いった優良なところを見に行って我が町にも生かしていきたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

そういたしますと、そのほかありませんか、何でも結構です。 

○住民 今日はありがとうございます。一番最初に災害と復旧対策ということで説明されたん

ですけども、羽衣石川が非常にもう、来て見てもらったら分かるんですけども、特に今年にな

って川の面が見えんところがものすごい増えたんですよ。もうヨシがずっと全部を這ってしま

って、川の流れが全く見えないと。今年の２月だったですかな、災害についてということで、公

民館のほうから講習会か何かありまして、それに出まして、羽衣石川は二級河川なんですけど
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も、途中までが二級河川でそこから上は何河川っていうか分からんですけども、その二級河川

の切れるところ、そこに大きな洲ができてしまってね。片方はきちんと崖がついてあるんです

よ。ところがその反対側、普通の土羽というか崖がない状態で、毎回毎回とにかく大水が出る

たびに侵食されるということで、そういう話をしたら、すぐとにかくそれを文面で出せというこ

とで、町長宛てに文面で出しました。それで、役場からの回答は、これは県の内容だから県に言

いますということで、２月１０何日に出したんですけども、この１０月に一遍あの件はどうなった

んかなと確認に行ったら、まだ県から何も来ておらんということで、県の方がしょっちゅう写真

撮り来られるんですわ、川の状態をね。それで、来られた人にこれこれこういう形で出しとるん

ですけどもって言ったらそれは役場に聞けと、県からどういう返事をしとるか聞けということ

でその人は言われるし、それで役場に行ったら、いや県から来とらんと。それで、県から来るの

が多分年内かもしくは３月でないかなということで、私区長は１２月までなんで、引き継いでフ

ォローはしてもらうようにはつなぐんですけども、近年雨が降るっていったらね、ものすごい

大きなゲリラ豪雨なんですよね。非常にそういう洪水というかそういうことを心配してますん

でね。何とかとにかくそういうほうで動いてもらえんかなと思っております。特にちょうど長和

田の県道から見えるところまでは、きちんと業者さんで草も刈ってくれるんですよ。それも何

回か総合事務所に出て話をすると、それはとにかく県道から見えるところまででそれ以上はっ

て言って、なかなか予算がないもんでってどうもしてもらえんし、上のほうは川の中に大きな

木が生えだして、非常にそういう大水が出たときの、とにかく何かに引っかかって大きな災害

につながらへんかなと非常に心配してますんで、そういう内容も含めて、２月に文面で町長宛

てに出しとるんですわ。ということでもし何か議会のほうからでも確認できることがありまし

たら、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○河田議会運営委員会委員長 実は私、東郷川も同じような状況になりつつありまして、羽衣

石川も様子を見に行きました。そしたら、長和田のちょうど集落の上手ぐらいまではおっしゃ

ったようにきれいに草が刈ってあったんですけど、それから奥が多分、下は二級河川、上は多

分、砂防河川で担当の課が違うって言われるかもしれません。 

○住民 二級河川は、私らの村の途中までが二級河川で、前にはそこに標柱っていうんですか、

ここまでが二級河川だよって立っとったんですけども。 

○河田議会運営委員会委員長 ちょうど長和田の集落の上手ぐらいまで刈ってありましたね。

１２月の定例議会がありますので、そこで県のほうに、とにかく町から強い要望をしてくれとい

うことで、通告書には東郷川ということしか書いてなかったんですけど、今おっしゃいましたよ

うに羽衣石川を見に行ってみますと上流のほうが本当に大きな木が生えてて、砂もいっぱい
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たまっておりましたし、今おっしゃったことをもうそのまま町長のほうにぶつけようかなって、

今。 

○住民 建設水道課にその話をしに行ったら、建設水道課のほうもきちんと写真撮ってくれて

まして、こういう形で県に出しとるんですよということまでは確認してるんですよ。あとは、で

すから県が。 

○河田議会運営委員会委員長 県はもうとにかく予算が予算がって言って、簡単には動いてく

れないようですので、そこを何とか動いていただくように要望したいと。 

○住民 何回も中部総合事務所にも出て話しとるんですよ、一向に話が通じんです。 

○河田議会運営委員会委員長 近所の方に聞いてみましたら、羽衣石川は今、草が刈ってある

ところは、毎年刈られるんですか。 

○住民 あれはもう業者の方が刈られるんですけども。 

○河田議会運営委員会委員長 東郷川は数年前に１回、河床掘削っていってたまった土を川上

橋の辺までは取ってくれたんですけど、そっからもう何も構ってなくてどんどん規模が大きく

なっちゃいますし、川底は浅くなってきておりますし、本当にいざ線状降水帯とかが来れば氾

濫しかねん心配があるということで、強くまた要望していきたいと思いますし、伝えていきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 もう少しお時間ございますが、そのほかございませんでしょうか。 

○住民 よろしくお願いいたします。実は９月か１０月ぐらいに、役場からＪＲ松崎駅の改修につ

いてのアンケート調査が入ってまいりました。回答してそれの結果が今月だったと思うんです

けど、２つが３５％だったですね。１つはＪＲが示しておる簡素な駅舎で、もう１つは町が譲り受

けていろんなとこを改修して、両方とも３５％という数字で、町から回答がありました。区民の

方々にもちょっと今後初総会に報告しようと思っとるんですけれども、今後これがどういうふ

うになっていくのか。町とＪＲの中で話し合いが進められてきて、結果的に答えを出していかれ

るようになるのか。あるいは、例えば議会のほうでこの話が何か議題に上がっとるのか。議員

さんの中でも知ってる方は当然おられると思いますけども、ＪＲ松崎駅の改修について、何か

議会のほうで検討されているようなことでもあれば聞かせてもらいたいですし、どうやって結

論を出していくかが分かる方がおられれば、ちょっと教えてみてもらったらと思います。よろし

くお願いします。 

○磯江議長 ありがとうございます。答えは承知してないっていうことですね。これはＪＲのこ

とと基本的には駅舎ですから、泊の駅舎も改修しましたけど、駅舎部分をどういうふうに使う

かっていうのは町がいろいろ協議しながら、あるいは負担の話とかそういうことがこれから、
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もしされるとなったらあると思いますけども、今のところを我々議会にはそういう報告はちょ

っと受けてないということです。ただ放っておくっていうことはないと思います。やっぱり古く

なって、見ればやっぱりもう改修時期も来てますから、そのときには町とＪＲとが真剣にいろん

な形で協議を始められるというふうに思っております。 

○住民 よろしくお願いします。○○区のほうにもアンケートの依頼が区長宛てに来たんです

けども、一応役員会でちょっと話をして、でもこれでいいかなということで回答したんですけ

れども、役員さんの中から、ほかの人の思いもあったりするんで、何でもっと広く聞かんのか

なって、町民といいますか区民といいますか、もっと多くの人に松崎駅に対する思いをすごく

思っとんなる人もあるんで、ただ区長に聞くだけじゃいけんじゃないかというようなことあっ

たんです。それこそ議会だよりとか広報のほうで松崎駅がこういうことになりそうだから、どう

したらいいでしょうかっていうことを、もっと広く町民に聞いていただきたかったなというの

が１点です。 

もう１つ、この間また町のほうからアンケート依頼がありました。地域の公民館を子どもたち

の遊び場で使わせてもらえんかというようなことでしたけども、これ御存じありませんか。教

育委員会でしょうかね。そんなことも区長に聞かれても困るんですけども。もしそうだったら、

公民館を子どもたちだけ使わせるなんてできないですよね、どうでしょうか。それで、もしそれ

だったら、例えば子どもたちと一緒に見守りの人を出すから使わせてもらえませんかだったら

分かるんですけど、何もなしに公民館使わせてくれみたいな感じだったので、それはちょっと

できませんというような回答したんですけども、御存じないということですかね。 

○住民 最初のＪＲの分は、東郷地区の区長に来てます。それと今の各地区の公民館を子ども

の遊び場に使わせてもらえませんかというのは、教育委員会から山田教育長の名前だったか

な、で来てまして。さっき○○の方が言われたように、○○も使ってもらうことにはいいですよ

と、ただし、誰か親が付いてたらということで、条件付けて回答しました。というのが、かなり

前に子どもだけで１つの部屋に行っとって、壁に落書きしちゃったんですよね。それでもう消せ

れんと、そういうことがありまして、そういう事例も実際に書いて、誰かそういう番をしてそう

いう悪さをせんような遊び方だったら使ってもらって結構ですよと、○○は回答しました。は

い、以上です。 

○米田教育民生常任委員会委員長 今の子どもの遊び場ってことですけれど、ある議員さん

からそういう質問がありまして、そのとき新たに作るのではなくて、既存の公民館とかそうい

うところを利用して、遊び場を確保していこうかっていうような話もちょっとあったんですけ

れど、造るんではなくっていうことでね。今回みたいな各自治公民館のほうにお願いしてって
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いうことは私の記憶の中ではちょっとないですけれど、あったんですかね。 

○光井議員 委員長でも何でもないです、教民におります。話を発端は、三谷議員が子育て環

境のことで、それで子どもたちが遊ぶ場所が非常に湯梨浜町は少ないと。それで、何とかそう

いうものをいろいろつくっていくべきではないかという大雑把にいえばそういう話だったん

です。その回答が、町長と教育長がたくさんの、これから施設を造れるというようなことは今

の財政の状態から見て、非常にそれは無理だと。それで、既存の中央公民館とか、あるいは地

区の集会所とかそういうものを活用できるような、できるようなですよ、方策を、これは町も

考えながらやっていくということもひとつの方策ではないかと。それを受けて、教育長のほう

が自治公民館の活用ということを区長さんを通じながら、そういう模索、いわゆるこれは先ほ

ど言われた人の問題もありますし、お金の問題もあります。そこを含めて区長さんに、何とかそ

ういう協力体制ができないかというようなことも当たってみたいと。それ当たってみたいとい

うことが結局、アンケートをおそらく教育総務課のほうが発出したんではないかと、これは想像

です。ですけども発出があったんだろうと思われるわけです。原点は先ほど言った、子どもが

帰ってきて、つまり児童クラブ以外のところ、あるいは土日にそういうところで集まるとこは

非常に少ないねというのが今の親御さんの気持ちであると、そこから原点的には来とる話で、

それでその回答として、アンケートがどういう文面であったか私も分かりませんので、これ以上

のことは委員長がおられるから。ただ、流れ的にはそういうことだったということでよろしい

でしょうか。 

○住民 よろしいです。 

○河田議会運営委員会委員長 予定時刻が近づいてまいりましたが、状況によりまして進めさ

せていただきますので、まだ発言なさってない方、どうしても一言言って帰りたい方がおられ

ましたら、御遠慮なく挙手をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。ほぼ出尽くしまし

たでしょうか。そういたしますと、御意見ないようですので閉会のほうへ移ってまいりたいと

思います。 

そういたしますと、予定の時刻になりました。まだまだ発言をされたい方もおられると思い

ますが、あとはお手元の意見、提言の用紙に記入していただいて、本日間に合います方は、後

ろの回収ボックスのほうに入れて帰っていただければ幸いかと思います。本日書かれる時間

がない方は、家に持ち帰られまして後日同封しております封筒のほうに入れて、郵送していた

だく場合は申し訳ございませんが切手を貼って郵送していただきたいと思います。もしくは、

議会事務局のほうへお持ちいただければ大変ありがたいなと思っておりますので、御遠慮な

く記入をいただきまして事務局のほうへ届くようにしていただきたいと思いますので、よろし



19 

 

くお願いいたします。 

また、議会のほうでは、各種団体の方々と意見交換会を行うような要項を作っております。

こうして皆さんに集まっていただくだけでなくて、皆さんのほうからお声があれば、議会のほ

うから出向いてまいります。担当の常任委員会であったり、全員であったり、そのときの状況

にもよりますが、お伺いをして意見交換会する要項も作ってございますので、どうぞ御遠慮な

くお声をかけていただきまして、日程調整等をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

本日は大変貴重な御意見をたくさんいただきました。誠にありがとうございました。全て持

ち帰りまして、検討の上、お答えを返していきたいと思いますが、内容によりましては、時間の

かかるものがあるかと思います。まず、議会広報に載せたり、ホームページに載せたりというこ

とで、結果の出たものから随時掲載をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは最後になりましたが、小川副議長より閉会の御挨拶をいたします。 

○小川副議長 皆さん、本日は本当にありがとうございました。貴重な御意見をたくさんいた

だきまして議会といたしましても、これをしっかりと検討して、また町をどんどん良くしていけ

るように頑張っていきたいと思っております。議員だけでは町を良くしていくことはできませ

んので、今後も皆さんのお知恵をお借りして、またこういった意見交換の場や皆さんとの普段

の会話なんかを通じて学んでいきたいと思っておりますので、今後もぜひ議員にお気軽に声

をかけていただいて、一緒に町づくりをしていけたらと思っております。本日は本当にありが

とうございました。 


